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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 6月 12日 (2006.6.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
電 気 的 接 点 を 備 え た 一 方 の 接 続 部 材 を 、 遊 技 台 あ る い は 遊 技 媒 体 払 い 出 し 装 置 に 直 接 設 け
る と と も に 、 上 記 一 方 の 接 続 部 材 に 着 脱 自 在 な 電 気 的 接 点 を 備 え た 他 方 の 接 続 部 材 を デ ィ
ス プ レ イ に 直 接 設 け 、 上 記 両 接 続 部 材 を 介 し て 上 記 遊 技 台 あ る い は 遊 技 媒 体 払 い 出 し 装 置
と デ ィ ス プ レ イ と を 接 続 遊 技 台 周 辺 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】

遊 技 台 周 辺 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
デ ィ ス プ レ イ を 、 取 り 付 け 対 象 に 対 し て 回 転 自 在 に 取 り 付 け た 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の
遊 技 台 周 辺 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】

遊 技 台 周 辺 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】

遊 技 台
周 辺 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３

し た

遊 技 台 と 遊 技 台 と の 間 に 遊 技 媒 体 払 い 出 し 装 置 を 設 け る と と も に 、 こ の 遊 技 媒 体 払 い 出 し
装 置 は 、 第 １ の 筐 体 と 第 ２ の 筐 体 と を 上 下 に 積 み 重 ね て な り 、 第 １ の 筐 体 に は 、 払 い 出 し
制 御 部 と 、 こ の 払 い 出 し 制 御 部 を 制 御 す る 処 理 部 と を 備 え 、 第 ２ の 筐 体 に は 上 記 第 １ の 筐
体 の 処 理 部 に デ ー タ を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、 デ ィ ス プ レ イ と を 備 え 、 こ れ ら 両 筐 体 は 、 そ
れ ら を 分 離 可 能 に す る と と も に 、 第 １ の 筐 体 に 設 け た 処 理 部 は 、 上 記 デ ィ ス プ レ イ と は 別
の 種 類 の デ ィ ス プ レ イ に 接 続 可 能 に し た

遊 技 台 に 対 応 し た デ ィ ス プ レ イ に 接 続 部 材 を 設 け 、 こ の 接 続 部 材 を 呼 び 出 し ラ ン プ ま た は
呼 び 出 し ラ ン プ を 固 定 し た ラ ン プ 板 に 取 り 付 け て な り 、 上 記 接 続 部 材 は 、 上 記 デ ィ ス プ レ
イ を 遊 技 台 よ り 上 方 に 移 動 可 能 な 構 成 に し た

デ ィ ス プ レ イ に 設 け た 一 方 の 接 続 部 材 に 電 気 的 接 点 を 備 え る と と も に 、 呼 び 出 し ラ ン プ ま
た は 呼 び 出 し ラ ン プ を 固 定 し た ラ ン プ 板 に は 、 上 記 電 気 的 接 点 に 対 応 す る 電 気 的 接 点 を 備
え た 他 方 の 接 続 部 材 を 設 け 、 上 記 両 接 続 部 材 を 電 気 的 に 接 続 す る 請 求 項 ４ に 記 載 の



【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 上 記 の よ う に デ ィ ス プ レ イ を ユ ー ザ ー 毎 に 備 え る た め に 、 例 え ば 特 開 平 ９ － ３ ２ ７ ５ ７
１ 号 公 報 に 記 載 さ れ た 装 置 が 従 来 か ら 知 ら れ て い る 。 こ の 従 来 の 装 置 は 、 遊 技 台 と 遊 技 台
と の 間 に 形 成 さ れ る 狭 隘 部 に デ ィ ス プ レ イ の 支 持 体 を 設 け 、 こ の 支 持 体 に デ ィ ス プ レ イ を
設 け て 、 遊 技 毎 に デ ィ ス プ レ イ を 対 応 さ せ る よ う に し て い る 。 こ の よ う に 、 遊 技 台 と 遊
技 台 と の 間 に 設 け た 支 持 体 に デ ィ ス プ レ イ を 設 け る こ と に よ っ て 、 当 該 デ ィ ス プ レ イ を ユ
ー ザ ー の 目 線 に 近 い と こ ろ に 設 置 で き る こ と に な る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 な お 、 近 年 は 、 遊 技 台 と 遊 技 と の 間 に 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し 装 置 を 設 置 す る こ と が あ る
が 、 こ の 払 い 出 し 装 置 と と も に 、 上 記 デ ィ ス プ レ イ も 設 け よ う と す る と 、 そ れ ら を 並 列 に
設 置 す る こ と に な る 。 言 い 換 え る と 、 遊 技 台 と 遊 技 台 と の 間 に 、 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し 装 置
と 、 デ ィ ス プ レ イ の 支 持 体 と の 両 方 を 挟 む よ う に し て 設 置 す る こ と に な る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 第 １ の 発 明 は 、 電 気 的 接 点 を 備 え た 一 方 の 接 続 部 材 を 、 遊 技 台 あ る い は 遊 技 媒 体 払 い 出
し 装 置 に 直 接 設 け る と と も に 、 上 記 一 方 の 接 続 部 材 に 着 脱 自 在 な 電 気 的 接 点 を 備 え た 他 方
の 接 続 部 材 を デ ィ ス プ レ イ に 直 接 設 け 、 上 記 両 接 続 部 材 を 介 し て 上 記 遊 技 台 あ る い は 遊 技
媒 体 払 い 出 し 装 置 と デ ィ ス プ レ イ と を 接 続 点 に 特 徴 を 有 す る 。
　 な お 、 上 記 接 続 部 材 を 直 接 設 け る と は 、 遊 技 台 や 払 い 出 し 装 置 と 接 続 部 材 と の 間 、 ま た
、 デ ィ ス プ レ イ と 接 続 部 材 と の 間 が 、 機 械 的 に 直 接 接 続 し て い る 状 態 で あ る 。 む き 出 し に
な っ た 配 線 を 介 し て 両 者 を 接 続 し て い る 状 態 で は な い 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 第 ２ の 発 明 は 、

点 に 特 徴 を 有 す る 。
　 第 ３ の 発 明 は 、 上 記 第 １ ま た は 第 ２ の 発 明 を 前 提 と し 、 デ ィ ス プ レ イ を 、 取 り 付 け 対 象
に 対 し て 回 転 自 在 に 取 り 付 け た 点 に 特 徴 を 有 す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
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遊 技 台 と 遊 技 台 と の 間 に 遊 技 媒 体 払 い 出 し 装 置 を 設 け る と と も に 、 上 記
遊 技 媒 体 払 い 出 し 装 置 は 、 第 １ の 筐 体 と 第 ２ の 筐 体 と を 上 下 に 積 み 重 ね て な り 、 第 １ の 筐
体 に は 、 払 い 出 し 制 御 部 と 、 こ の 払 い 出 し 制 御 部 を 制 御 す る 処 理 部 と を 備 え 、 第 ２ の 筐 体
に は 上 記 第 １ の 筐 体 の 処 理 部 に デ ー タ を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、 デ ィ ス プ レ イ と を 備 え 、 こ
れ ら 両 筐 体 は 、 そ れ ら を 分 離 可 能 に す る と と も に 、 第 １ の 筐 体 に 設 け た 処 理 部 は 、 上 記 デ
ィ ス プ レ イ と は 別 の 種 類 の デ ィ ス プ レ イ に 接 続 可 能 に し た



【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 第 の 発 明 は 、 遊 技 台 に 対 応 し た デ ィ ス プ レ イ に 接 続 部 材 を 設 け 、 こ の 接 続 部 材 を 呼 び
出 し ラ ン プ ま た は 呼 び 出 し ラ ン プ を 固 定 し た ラ ン プ 板 に 取 り 付 け て な り 、 上 記 接 続 部 材 は
、 上 記 デ ィ ス プ レ イ を 遊 技 台 よ り 上 方 に 移 動 可 能 な 構 成 に し た 点 に 特 徴 を 有 す る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 第 の 発 明 は 、 上 記 第 の 発 明 を 前 提 と し 、 デ ィ ス プ レ イ に 設 け た 一 方 の 接 続 部 材 に 電
気 的 接 点 を 備 え る と と も に 、 呼 び 出 し ラ ン プ ま た は 呼 び 出 し ラ ン プ を 固 定 し た ラ ン プ 板 に
は 、 上 記 電 気 的 接 点 に 対 応 す る 電 気 的 接 点 を 備 え た 他 方 の 接 続 部 材 を 設 け 、 上 記 両 接 続 部
材 を 電 気 的 に 接 続 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 第 １ ～ 第 の 発 明 に よ れ ば 、 デ ィ ス プ レ イ を 、 遊 技 中 に 遊 技 者 が 見 や す い 位 置 に 設 け る
こ と が で き る 。
　 ま た 、 デ ィ ス プ レ イ を 備 え た 専 用 の 装 置 を 払 い 出 し 装 置 の 隣 に 設 け る 場 合 と 比 べ て 、 遊
技 台 と 遊 技 台 と の 間 隔 を 狭 く で き る 。 従 っ て 、 同 一 ス ペ ー ス に お け る 遊 技 台 の 設 置 台 数 を
減 ら さ ず に 、 デ ィ ス プ レ イ を 設 け る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 第 ２ の 発 明 に よ れ ば 、

【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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４

５ ４

す る 点 に 特 徴 を 有 す る

５

共 通 の 第 １ の 筐 体 を 用 い て 、 異 な る 種 類 の デ ィ ス プ レ イ を 備 え た
第 ２ の 筐 体 を 接 続 す る こ と が で き る 。 設 置 者 の 要 望 に 合 わ せ た デ ィ ス プ レ イ の 種 類 を 選 択
し て 設 置 す る 際 に 、 第 ２ の 筐 体 だ け を 入 れ 替 え れ ば 良 い の で 、 経 済 的 で あ る 。



【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 第 、 第 の 発 明 で は 、 デ ィ ス プ レ イ を 遊 技 台 の 上 方 に 移 動 さ せ る こ と が で き る
よ う に し て い る の で 、 遊 技 台 の ガ ラ ス 扉 を 開 け る 際 や 、 遊 技 台 の 入 れ 替 え の 際 に は 、 デ ィ
ス プ レ イ を 遊 技 台 の 上 方 へ 移 動 さ せ て 、 デ ィ ス プ レ イ が 扉 の じ ゃ ま に な ら な い よ う に で き
る 。
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